
　

上
富
良
野
町
自
治
基
本
条
例（
案
）に
対
す

る
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　

条
例
案
の
内
容
や
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に

対
し
て
、
町
民
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

募
集
期
間

　

８
月　

日（
金
）〜
９
月　

日（
火
）ま
で

１５

１６

閲
覧
方
法　

�
次
の
施
設（
９
か
所
）で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

①
役
場　

②
か
み
ん

　

③
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー　

④
公
民
館

　

⑤
町
立
病
院　

⑥
上
富
良
野
郵
便
局

　

⑦
Ｊ
Ｒ
上
富
良
野
駅　

⑧
中
茶
屋

　

⑨
Ｊ
Ａ
ふ
ら
の
上
富
良
野
支
所

�
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

提
出
方
法（
様
式
は
自
由
で
す
）

　

①
持
参

　

②
郵
送　

　

③
フ
ァ
ッ
ク
ス

　

④
電
子
メ
ー
ル

　

⑤
町
民
ポ
ス
ト（
９
か
所
）

みんなで考えるこれからのまちづくり

自治基本条例自治基本条例 ３３

広報かみふらの ２００８.８   �

�
住
所
・
氏
名
又
は
団
体
名
・
電
話
番
号
を

　

記
載
く
だ
さ
い
。
記
載
の
な
い
場
合
は
、

　

無
効
に
な
り
ま
す
。

結
果
の
公
表　
　

９
月
下
旬
頃

問
合
せ
・
提
出
先

　
�
０
７
１
‐
０
５
９
６

　

上
富
良
野
町
大
町
２
丁
目
２
番　

号
１１

　

上
富
良
野
町
役
場

　
　

町
民
生
活
課
自
治
推
進
班

　
　
�
�
６
９
８
５　
�
�
５
３
６
２

　
　

メ
ー
ルjichi@

tow
n.kam

ifurano.lg.jp

http://hp.tow
n.kam

ifurano.hokkaido.jp/

育
て
ま
し
ょ
う

み
ん
な
の
条
例

！

自
治
基
本
条
例
に

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い前文

�

目的（第１条）

町民主体の公正で民主的な自治の実現

定義（第２条）

用語の定義

�

まちづくりの基本理念（第３条）

未来志向自主自律相互補完人権尊重町民主体

��

責務まちづくりの基本原則

町の役割と責務
（第１３～１６条）

議会の役割と責務
（第１０～１２条）

町民の権利と責務
（第７～９条）

参画と協働
（第６条）

自助共助公助
（第５条）

情報共有
（第４条）

�

制度と原則

地域防災コミュニティ信頼される町政の推進

活火山十勝岳
（第３３条）

町・町民の防災の
役割（第３４条）

コミュニティの充実
（第３１条）

コミュニティと町の
関わり（第３２条）

参画と協働情報共有町政運営

参画と協働
（第２８条）
政策決定過程
への参画
（第２９条）
審議会等への
参画（第３０条）

情報の公開と共有
（第２４条）

情報の収集と管理
（第２５条）

説明責任（第２６条）
個人情報の保護
（第２７条）

総合計画（第１７条）
財政運営（第１８条）
行政手続（第１９条）
応答義務（第２０条）
政策法務（第２１条）
行政評価（第２２条）
行政サービスの提供
（第２３条）

交流と連携町民投票制度

様々な人々との交流
（第３７条）

他の自治体等との
連携（第３８条）

町民投票の実施
（第３５条）

町民投票の請求と
発議（第３６条）

�

条例の位置付け

最高規範性（第３９条）　見直し手続き（第４０条）

上富良野町自治基本条例（案）の構造

まままままままままままままままままままままままままままままままままま
ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち
づづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづ
くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく
りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり
トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クククククククククククククククククククククククククククククククククク
開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開
催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催

テ
ー
マ　

み
ん
な
で
考
え
る
こ
れ
か
ら
の

　

ま
ち
づ
く
り
「
自
治
基
本
条
例
と
協
働

　

の
ま
ち
づ
く
り
」

�
８
月　

日（
火
）

２６

　
　

社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー　

大
集
会
室

�
８
月　

日（
水
）

２７

　
　

泉
栄
防
災
セ
ン
タ
ー　

大
集
会
室

�
８
月　

日（
木
）

２８

　
　

公
民
館　

第
１
研
修
室

�
い
ず
れ
も　

時
〜　

時
頃
ま
で

１９

２１

�
３
日
間
と
も
同
じ
内
容
で
す

�
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い

住民会長・町内会長町政懇談会での自
治基本条例説明の様子（７月１５日）

�団体・グループなど、５人以上が集
　まれば、ぜひ「出前講座」をご利用
　ください。町の職員が講師になり、
　自治基本条例について説明します。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集



�  広報かみふらの ２００８.８

�
 
条
文
の
概
要 �

【
前
文
】

　

上
富
良
野
町
の
町
勢
や
歴
史
的
背
景
、

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
や
そ
れ
を
実
行

し
て
い
く
た
め
の
姿
勢
、
条
例
の
最
高
規

範
性
な
ど
を
明
記
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
目

標
を
「
住
ん
で
い
て
良
か
っ
た
・
住
み
続

け
た
い
と
思
え
る
町
を
め
ざ
す
」
と
し
て

い
ま
す
。

【
第
１
章　

目
的
と
理
念
】

目
的
…　

町
民
、
議
会
及
び
町
の
役
割
や

　

責
務
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

　

よ
り
、
町
民
主
体
の
公
正
で
民
主
的
な

　

自
治
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

　

し
ま
す
。

定
義
…　
「
町
民
」「
町
」「
参
画
」「
協
働
」

　
「
ま
ち
づ
く
り
」「
町
の
仕
事
」「
コ
ミ
ュ

　

ニ
テ
ィ
」
の
意
味
を
定
義
し
て
い
ま
す
。

�
「
参
画
」
と
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
様
々

　

な
活
動
に
、
主
体
的
に
参
加
す
る
こ
と

　

で
す
。

�
「
協
働
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
等
な

　

立
場
で
役
割
と
責
任
を
担
い
、
補
完
し

　

協
力
し
あ
う
こ
と
で
す
。

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
…　

ま
ち
づ

　

く
り
を
進
め
る
際
に
共
有
す
べ
き
５

　

つ
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。

�
町
民
が
ま
ち
づ
く
り
の
主
体
、
住
民
自

　

治
の
担
い
手
で
す
。（
町
民
主
体
）

�
お
互
い
の
違
い
を
理
解
す
る
と
と
も

　

に
尊
重
し
あ
い
ま
す
。（
人
権
尊
重
）

�
お
互
い
に
助
け
合
い
、
協
力
し
あ
い
ま

　

す
。（
相
互
補
完
）

�
学
習
や
心
身
の
健
康
づ
く
り
を
惜
し

　

ま
ず
自
ら
を
高
め
ま
す
。（
自
主
自
律
）

�
次
世
代
へ
の
責
任
を
持
ち
、
上
富
良
野

　

町
を
守
り
育
て
ま
す
。（
未
来
志
向
）

【
第
２
章　

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則
】

情
報
共
有
の
原
則
…　

情
報
を
町
民
、
議

　

会
、
町
が
共
有
し
て
進
め
ま
す
。

自
助
・
共
助
・
公
助
の
原
則
…　

町
民
一

　

人
ひ
と
り
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　

が
自
ら
の
責
任
の
も
と
に
決
定
し
行

　

動
す
る
と
と
も
に
、
町
は
そ
れ
ぞ
れ
の

　

活
動
を
補
完
し
な
が
ら
進
め
ま
す
。

参
画
と
協
働
の
原
則
…　

町
民
一
人
ひ

　

と
り
の
参
画
、
町
民
と
町
及
び
町
民
同

　

士
が
相
互
理
解
の
も
と
に
、
協
働
で
進

　

め
ま
す
。

【
第
３
章　

町
民
の
権
利
と
責
務
】

町
民
の
権
利
…　

情
報
の
提
供
と
取
得

　

す
る
権
利
、
ま
ち
づ
く
り
に
等
し
く
参

　

画
す
る
権
利
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
等
し

　

く
受
け
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

子
ど
も
の
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
す
る
権

利
…　

満　

歳
未
満
の
青
少
年
及
び
子

２０

　

ど
も
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
に
ふ
さ
わ

　

し
い
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
す
る
権
利

　

を
有
し
ま
す
。

町
民
の
責
務
…　

ま
ち
づ
く
り
の
主
体

　

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
積
極
的
な
参

　

画
に
努
め
、
自
ら
の
発
言
と
行
動
に
責

　

任
を
持
ち
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
伴
う
負

　

担
を
分
任
し
ま
す
。

【
第
４
章　

議
会
の
役
割
と
責
務
】

【
第
５
章　

町
の
役
割
と
責
務
】

町
長
の
責
務
…　

町
民
の
意
思
を
尊
重

　

す
る
と
と
も
に
、
こ
の
条
例
を
遵
守
し

　

ま
す
。
効
率
的
な
組
織
運
営
に
努
め

　

ま
す
。

職
員
の
責
務
…　

こ
の
条
例
を
遵
守
し
、

　

誠
実
か
つ
効
率
的
に
職
務
を
行
い
ま

　

す
。
自
己
研
鑽
に
努
め
、
町
民
と
の
信

　

頼
関
係
づ
く
り
に
努
め
る

町
の
責
務
…　

公
平
か
つ
公
正
で
透
明

　

性
の
あ
る
町
政
運
営
、
町
民
の
意
向
や

　

地
域
の
実
情
を
的
確
に
把
握
し
ま
す
。

【
第
６
章　

信
頼
さ
れ
る
町
政
の
推
進
】

総
合
計
画
…　

最
上
位
計
画
と
な
る
総

　

合
計
画
を
作
成
し
、
町
の
仕
事
は
総
合

　

計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
を
原

　

則
と
し
ま
す
。

財
政
運
営
…　

財
源
を
効
率
的
か
つ
効

　

果
的
に
活
用
し
、
自
主
的
か
つ
自
律
的

　

な
財
政
運
営
を
行
い
ま
す
。

行
政
手
続
…　

町
民
の
権
利
及
び
利
益

　

を
保
護
す
る
た
め
、
行
政
手
続
を
公
正

　

に
行
い
ま
す
。

意
見
、
要
望
、
苦
情
等
へ
の
応
答
義
務
等

　

町
民
か
ら
の
意
見
等
が
あ
っ
た
と
き

　

は
速
や
か
に
事
実
関
係
を
調
査
し
誠

　

実
に
応
答
し
ま
す
。

政
策
法
務
…　

自
治
立
法
を
積
極
的
に

　

行
う
ほ
か
、
法
務
能
力
の
向
上
に
努
め

　

ま
す
。

行
政
評
価
…　

町
の
仕
事
が
効
率
的
で

　

効
果
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
点
検

　

し
、
そ
の
行
政
評
価
の
過
程
や
結
果
を

　

公
表
し
ま
す
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
…　

組
織
内
の

　

調
整
を
図
り
、
町
民
の
要
望
や
課
題
に

　

適
切
に
対
応
し
ま
す
。

情
報
の
公
開
と
共
有
…　

次
に
揚
げ
る

　

制
度
を
総
合
的
に
活
用
し
ま
す
。

�
町
が
保
有
す
る
情
報
を
分
か
り
や
す

　

く
公
開
し
提
供
す
る
制
度

�
町
の
会
議
を
公
開
す
る
制
度

�
町
が
保
有
す
る
文
書
及
び
そ
の
他
の

　

記
録
を
請
求
に
基
づ
い
て
公
開
す
る

　

制
度

情
報
の
収
集
と
管
理
…　

町
政
に
関
す

　

る
情
報
を
的
確
に
収
集
し
、
整
理
し
、

　

保
存
し
ま
す
。

説
明
責
任
…　

町
の
仕
事
の
必
要
性
な

　

ど
に
つ
い
て
町
民
に
分
か
り
や
す
く

　

説
明
し
ま
す
。

個
人
情
報
の
保
護
…　

個
人
情
報
の
収

　

集
、
利
用
、
提
供
、
管
理
等
に
つ
い
て

　

必
要
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

参
画
と
協
働
…　

町
民
の
町
政
へ
の
参

　

画
機
会
の
拡
充
に
努
め
、
目
的
や
情
報

　

を
共
有
し
相
互
理
解
の
も
と
に
信
頼

　

関
係
を
築
き
ま
す
。

政
策
決
定
過
程
へ
の
参
画
…　

町
の
仕

　

事
の
段
階
に
お
い
て
町
民
が
参
画
で

　

き
る
仕
組
み
を
整
え
、
効
果
的
な
手
法

　

を
選
択
・
公
表
し
ま
す
。

審
議
会
等
へ
の
参
画
…　

公
募
の
委
員

　

を
加
え
る
よ
う
努
め
ま
す
。

【
第
７
章　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
】

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
充
実
…　

自
主
的
で

　

自
律
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
守
り
、
育

　

て
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
町
の
関
わ
り
…　

コ

　

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
主
性
及
び
自
律
性

　

を
尊
重
し
活
動
に
応
じ
て
支
援
し
ま
す
。

【
第
８
章　

地
域
防
災
】

活
火
山
十
勝
岳
…　

火
山
防
災
に
取
組

　

み
ま
す
。

町
と
町
民
の
防
災
の
役
割
…　

町
は
総

　

合
的
な
災
害
対
策
に
関
す
る
計
画
を

　

作
成
し
計
画
に
沿
っ
た
対
応
、
町
民
は

　

自
主
防
災
組
織
の
結
成
、
緊
急
時
に
お

　

け
る
町
の
諸
対
策
に
協
力
し
ま
す
。

【
第
９
章　

町
民
投
票
制
度
】

町
民
投
票
…　

町
長
は
、
町
政
に
係
る
重

　

要
事
項
に
つ
い
て
、
町
民
投
票
を
実
施

　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

町
民
投
票
の
請
求
と
発
議
…　

選
挙
権

　

を
有
す
る
者
は
、
総
数
の　

分
の
１
以

５０

　

上
の
連
署
を
も
っ
て
、
条
例
の
制
定
を

　

町
長
に
請
求
、
議
会
議
員
は
議
員
定
数

　

の　

分
の
１
以
上
の
賛
成
者
を
得
て

１２

　

条
例
を
議
会
へ
提
出
す
る
こ
と
が
で

　

き
ま
す
。

【
第　

章　

交
流
と
連
携
】

１０

様
々
な
人
々
と
の
交
流
…　

他
の
市
町

　

村
の
人
た
ち
の
知
恵
や
意
見
を
ま
ち

　

づ
く
り
に
い
か
し
ま
す

他
の
自
治
体
等
と
の
連
携
…　

国
・
北
海

　

道
そ
の
他
の
自
治
体
と
相
互
に
連
携

　

を
図
り
広
域
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
努

　

め
ま
す
。

【
第　

章　

条
例
の
位
置
付
け
】

１１

最
高
規
範
性
…　

こ
の
条
例
を
上
富
良

　

野
町
の
最
高
規
範
に
位
置
付
け
ま
す
。

条
例
の
見
直
し
等
…　

施
行
後
５
年
を

　

超
え
な
い
期
間
ご
と
に
条
例
を
総
合

　

的
に
検
討
し
ま
す
。

自
治
基
本
条
例
が
で
き
る
と
、

①
町
が
ど
の
よ
う
な
制
度
や
原
則
で
運

　

営
し
て
い
る
か
、
町
民
・
議
会
・
町
が

　

共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
町
政
運
営
の
制
度
が
分
か
り
や
す
く

　

な
り
、
町
政
へ
の
参
加
・
監
視
・
点
検

　

と
し
て
活
用
で
き
、
行
政
活
動
の
質
を

　

高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
町
民
が
主
役
と
な
っ
た
自
治
が
進
め

　

ら
れ
、
町
民
・
議
会
・
町
が
ま
ち
づ
く

　

り
の
目
標
や
目
的
を
共
有
す
る
こ
と

　

に
よ
っ
て
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
行

　

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ

　

町
民
生
活
課
自
治
推
進
班

　
�
�
６
９
８
５

　

議
会
に
関
す
る
条
項
に
つ
い
て
、
町

と
し
て
は
議
会
条
項
を
含
め
た
自
治

基
本
条
例
が
望
ま
し
い
と
の
考
え
か

ら
、
条
例
案
に
含
め
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
条
項
に
関
し
て
は
、
現

在
議
会
に
お
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。


